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◎
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
新
旧
対
照
表 

○
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六

十
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
改 

 
 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

〔
削
る
〕 

 
 

〔
略
〕 

 
 

〔
削
る
〕 

 

〔
削
る
〕 

        

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 
 

目
次
中
「
第
二
十
二
条
の
五
」
を
「
第
二
十
二
条
の
六
」
に
改
め
る
。 

 
 

〔
略
〕 

 
 

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
か
つ
、
」
の
下
に
「
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
義

務
の
遵
守
、
公
租
公
課
の
支
払
等
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
中
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十

一
号
と
し
、
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え

る
。 

 
 

八 

永
住
者
の
在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留
す
る
者
が
、
こ
の
法
律
に
規
定

す
る
義
務
を
遵
守
せ
ず
（
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
実
に

該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
、
又
は
故
意
に
公
租
公
課
の
支
払
を
し
な

い
こ
と
。 

 
 

九 
永
住
者
の
在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留
す
る
者
が
、
刑
法
第
二
編
第
十

二
章
、
第
十
六
章
か
ら
第
十
九
章
ま
で
、
第
二
十
三
章
、
第
二
十
六
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〔
削
る
〕 

             

章
、
第
二
十
七
章
、
第
三
十
一
章
、
第
三
十
三
章
、
第
三
十
六
章
、
第

三
十
七
章
若
し
く
は
第
三
十
九
章
の
罪
、
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る

法
律
第
一
条
、
第
一
条
ノ
二
若
し
く
は
第
一
条
ノ
三
（
刑
法
第
二
百
二

十
二
条
又
は
第
二
百
六
十
一
条
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
罪
、
盗
犯

等
の
防
止
及
び
処
分
に
関
す
る
法
律
の
罪
、
特
殊
開
錠
用
具
の
所
持
の

禁
止
等
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
若
し
く
は
第
十
六
条
の
罪
又
は
自
動

車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
第

二
条
若
し
く
は
第
六
条
第
一
項
の
罪
に
よ
り
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ

と
。 

 
 

第
四
章
第
二
節
中
第
二
十
二
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
永
住
者
の
在
留
資
格
の
取
消
し
に
伴
う
職
権
に
よ
る
在
留
資
格
の
変

更
） 

第
二
十
二
条
の
六 

法
務
大
臣
は
、
永
住
者
の
在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留
す

る
外
国
人
に
つ
い
て
、
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
第
八
号
又
は
第
九
号
に

掲
げ
る
事
実
が
判
明
し
た
こ
と
に
よ
り
在
留
資
格
の
取
消
し
を
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
第
二
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
外
国
人
が
引

き
続
き
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、

職
権
で
、
永
住
者
の
在
留
資
格
以
外
の
在
留
資
格
へ
の
変
更
を
許
可
す
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

法
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
こ
と
と
し
た
と
き

は
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
に
、
当
該
外
国
人
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通

知
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
通
知
は
、
出
入
国

在
留
管
理
庁
長
官
が
、
入
国
審
査
官
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
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〔
略
〕 

〔
削
る
〕 

 

〔
削
る
〕 

        
 

〔
略
〕 

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。 

一 

当
該
外
国
人
が
引
き
続
き
中
長
期
在
留
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る

と
き 

当
該
外
国
人
に
対
す
る
在
留
カ
ー
ド
の
交
付 

二 

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
措
置 

イ 

当
該
外
国
人
が
旅
券
を
所
持
し
て
い
る
と
き 

当
該
外
国
人
の
旅

券
へ
の
新
た
な
在
留
資
格
及
び
在
留
期
間
の
記
載 

ロ 

当
該
外
国
人
が
旅
券
を
所
持
し
て
い
な
い
と
き 

当
該
外
国
人
に

対
す
る
新
た
な
在
留
資
格
及
び
在
留
期
間
を
記
載
し
た
在
留
資
格
証

明
書
の
交
付 

 
 

〔
略
〕 

 

第
六
十
一
条
の
八
の
三
第
一
項
第
三
号
中
「
第
五
十
条
第
七
項
」
を
「
第

二
十
二
条
の
六
第
二
項
第
一
号
、
第
五
十
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
退
去
強
制
事
由
に
係
る
通
報
）
」
に
改

め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
在
留
資
格
の
取
消
し
に
係
る
通
報
） 

第
六
十
二
条
の
二 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
は
、
そ
の
職
務
を
遂
行

す
る
に
当
た
つ
て
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
思
料
す
る
外
国
人
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
通
報
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

２ 

前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
通
報
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

〔
略
〕 
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附 

則 
（
政
府
の
措
置
） 

第
二
十
四
条 

〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

〔
削
る
〕 

      

第
二
十
五
条 

削
除 

     

附 

則 

（
政
府
の
措
置
） 

第
二
十
四
条 

〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

４ 

政
府
は
、
本
邦
に
在
留
す
る
外
国
人
に
係
る
社
会
保
障
制
度
及
び
公
租
公

課
の
支
払
に
関
す
る
事
項
並
び
に
新
入
管
法
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
二

十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
そ
の
他
の
新
入
管
法
及
び
育
成
就
労
法
の
規
定

の
趣
旨
及
び
内
容
に
つ
い
て
、
本
邦
に
在
留
す
る
外
国
人
及
び
関
係
者
に
周

知
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

（
永
住
者
の
在
留
資
格
の
取
消
し
に
係
る
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
の
配

慮
） 

第
二
十
五
条 

新
入
管
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
（
第
八
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
新
入
管
法
別
表
第
二
の
永
住
者

の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人
の
適
正
な
在
留
を
確
保
す
る
観
点

か
ら
、
同
号
に
該
当
す
る
と
思
料
さ
れ
る
外
国
人
の
従
前
の
公
租
公
課
の
支

払
状
況
及
び
現
在
の
生
活
状
況
そ
の
他
の
当
該
外
国
人
の
置
か
れ
て
い
る
状

況
に
十
分
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 


